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お知らせワイド

対象となる人（被保険者）
① 75歳以上の人（75歳の誕生日当日から対象）
② 65歳以上で一定の障がいがあり、申請により三重県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

後期高齢者医療制度のお知らせ
問合先　市民課医療年金グループ（☎84 ー5005）
　　　　三重県後期高齢者医療広域連合（☎059 ー221 ー6883）

被保険者番号　00000000
住所　亀山市 　町　 番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　男

生 年 月 日　昭和　年　月　日　 発行期日　平成　年　月　日
資格取得日　平成　年　月　日　 交 付 日　令和　年　月　日
一部負担金の割合　　　　　　　　〇割

保険者番号　３９２４２１０２
保険者名　三重県後期高齢者医療広域連合

氏名　亀
カメヤマ

山　太
タ

郎
ロウ

有効期限
令和 　年 　月 　日

10月から後期高齢者医療保険の自己負担割合が変わります
　令和４年10月１日から、医療機関等の
窓口で支払う医療費の自己負担割合に、
現行の「３割」と「１割」に加え、新たに「２
割」が新設されます。これまで１割負担で
あった人のうち、令和３年分の所得が一
定以上ある人は、２割負担に変わります（変更対象者は、後期高齢者医療の被保険者のうち約20％）。
　自身の負担割合は、令和４年９月に届く新しい被保険者証でご確認ください。なお、負担割合に変更がな
い人も、９月に被保険者証が届きますので、そちらをご使用ください。

窓口負担割合判定の流れ

世帯全員が

３割 １割 世帯全員が

１割
世帯全員が

１割 ２割 世帯全員が

２割

※１�課税所得145万円以上で、医療費の窓
口負担割合が３割の人のことです。

※２�「課税所得」とは、住民税納税通知書
の「課税標準」の額（前年の収入か
ら、給与所得控除や公的年金等控除
等、所得控除（基礎控除や社会保険
料控除等）等を差し引いた後の金
額）です。

※３�「年金収入」には遺族年金や障害年
金は含みません。

※４��「その他の合計所得金額」とは事業
収入や給与収入等から、必要経費や
給与所得控除等を差し引いた後の
金額のことです。

令和４年10月１日から
区分 自己負担割合

現役並み所得者 ３割
一定以上の所得のある人 ２割
一般および低所得者 １割

令和４年９月30日まで
区分 自己負担割合

現役並み所得者 ３割

一般および低所得者 １割

被保険者証を７月と９月（２回）に送付します
〇被保険者１人に１枚、被保険者証を交付します。
〇�毎年８月の更新とし、７月初旬に三重県後期高齢者医療広域連合から新しい被保険者証を簡易書留で発送
していますが、令和４年度は、10月から実施される窓口負担割合の見直しに伴い、次のとおり２回交付しま
す。被保険者証の有効期限にご注意ください。

【利用時の注意点】
・医療機関にかかるときに必要ですので、大切に保管してください。
・�紛失したり、汚したり、記載内容に変更があった場合は、速やかに市民課医療年金グループ（本庁１階⑦番窓
口）へ届け出て、再交付を受けてください。

現役並み所得者※１
　　に該当するか

世帯内75歳以上の人などのうち
課税所得※２

　　が28万円以上の方がいるか

世帯内75歳以上の人などが
２人以上いるか

「年金収入※３
　　+その他の

合計所得金額※４
　　」が

200万円以上か

「年金収入※３
　　+その他の

合計所得金額※４
　　」の合計が

320万円以上か

該当する 該当しない

いるいない

１人だけ ２人以上

320万円
以上

320万円
未満

200万円
以上

200万円
未満

令和３年度 令和４年度

有効期間 ８月１日～９月30日有効期限 令和４年７月31日 有効期間 10月１日～令和5年7月31日

被保険者番号　00000000
住所　亀山市 　町　 番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　男

生 年 月 日　昭和　年　月　日　 発行期日　平成　年　月　日
資格取得日　平成　年　月　日　 交 付 日　令和　年　月　日
一部負担金の割合　　　　　　　　〇割

保険者番号　３９２４２１０２
保険者名　三重県後期高齢者医療広域連合

氏名　亀
カメヤマ

山　太
タ

郎
ロウ

有効期限
令和 　年 　月 　日

１回目
被保険者番号　00000000
住所　亀山市 　町　 番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　男

生 年 月 日　昭和　年　月　日　 発行期日　平成　年　月　日
資格取得日　平成　年　月　日　 交 付 日　令和　年　月　日
一部負担金の割合　　　　　　　　〇割

保険者番号　３９２４２１０２
保険者名　三重県後期高齢者医療広域連合

氏名　亀
カメヤマ

山　太
タ

郎
ロウ

有効期限
令和 　年 　月 　日

２回目
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令和４年度 保険料額決定通知書を送付します 
　被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し、７月中旬に保険料額決
定通知書を市から送付します。
　保険料は、被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、被保険者の
所得（令和３年分）に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

◆保険料の算出方法

均等割額
44,589円

所得割額
被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等×8.99％

一人あたりの保険料（年額）
（上限66万円）＋ ＝

年に１回、健康診査を受けましょう
後期高齢者健康診査の受診券を後期高齢者医療広域連合から順次送付しています。
〇対象者　令和４年８月31日までに後期高齢者医療被保険者になる人
〇受診券郵送時期　４月末時点の被保険者⇒６月下旬
　　　　　　　　　５月～７月中に被保険者になる人⇒８月上旬
　　　　　　　　　８月中に被保険者になる人⇒９月上旬
〇受診期間　７月１日（金）～11月30日（水）
　　　　　　�（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施期

間中でも中止になる場合があります。受診を希望する
医療機関に必ず連絡をした上で受診してください。）

〇受診方法　�受診券が届いた後、同封する健診案内などを確認の
上、医療機関へお申し込みください。

〇自己負担額　無料
　　　　　　　（２回目以降の受診は、全額自己負担になります。）

75歳からのお口の健康チェックを受けましょう
令和４年８月下旬に受診券などを後期高齢者医療広域連合から送付します。
〇対象者　�三重県後期高齢者医療被保険者で、令和４年３月31日現在、75歳、77歳および80

歳の人
〇受診券発送時期　８月下旬
〇受診期間　９月１日（木）～12月20日（火）
〇受診場所　�公益社団法人三重県歯科医師会の指定する歯科医療

機関
〇受診方法　受診券などをご覧ください。
〇自己負担額　�無料
　　　　　　　（２回目以降の受診は、全額自己負担になります。）

保険料の納付が困難な場合は
ご相談ください

　納期限を過ぎると、督促状を発行しま
す。それでも納付されない場合は、通常
の保険証より有効期間が短い「短期被保
険者証」を交付します。
　納期限内の納付が困難なときは、医療
年金グループへご相談ください。

ご自身の健康管理のために

傷病手当金の支給制度や保険料の
減免制度があります

　新型コロナウイルス感染症に感染した人や、感
染症の影響で収入減少が見込まれる人には、後期
高齢者医療保険傷病手当金の支給制度や後期高齢
者医療保険料の減免制度があります。
　詳しくは、医療年金グループへお問い合わせく
ださい。

後期高齢者歯科健康診査のご案内

後期高齢者健康診査のご案内


